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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強化するた
めの新規皮膚保湿剤を提供する。
【解決手段】皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強化す
るための作用剤、皮膚の乾燥の徴候の出現に対する予防
又は遅延効果を得るための作用剤、及びドライスキンの
リファッティングを促進して、表皮の表層に含まれる水
分の蒸発に対して皮膚－バリア効果を改善するための作
用剤から選択されるスキンケアのための化粧剤として、
ウスベニアオイの抽出物を含む化粧用組成物。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強化するための作用剤、皮膚の乾燥の徴候の出現に
対する予防又は遅延効果を得るための作用剤、及びドライスキンのリファッティングを促
進して、表皮の表層に含まれる水分の蒸発に対して皮膚－バリア効果を改善するための作
用剤から選択されるスキンケアのための化粧剤であって、ウスベニアオイ（マルバ・シル
ベストリス）の抽出物を含むことを特徴とする化粧剤。
【請求項２】
　前記抽出物が、ウスベニアオイの葉の抽出物であることを特徴とする、請求項１に記載
の化粧剤。
【請求項３】
　前記抽出物が、前記植物の葉を極性溶媒又は極性溶媒の混合物で処理することによって
得られることを特徴とする、請求項１又は２に記載の化粧剤。
【請求項４】
　前記極性溶媒、又は混合物を形成する前記極性溶媒が、水、Ｃ１～Ｃ４アルコール、特
にエタノール又はブタノール、或いはグリコール、特にグリセロール、ブチレングリコー
ル又はプロピレングリコールから選択されることを特徴とする、請求項３に記載の化粧剤
。
【請求項５】
　前記抽出物が、水、又は水及びエタノールの混合物などの水性－アルコール性混合物を
用いて得られることを特徴とする、請求項３に記載の化粧剤。
【請求項６】
　前記化粧用組成物が、少なくとも１種のトリテルペンサポニン又はトリテルペンサポニ
ンを含有する植物抽出物も含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の
化粧剤。
【請求項７】
　トリテルペンサポニンが、アシアチコシド、マデカソサイド、それらの混合物又はアシ
アチコシド、マデカソサイド、それらの混合物を含有する植物抽出物であることを特徴と
する、請求項６に記載の化粧剤。
【請求項８】
　前記植物抽出物が、極性溶媒又は極性溶媒の混合物を用いて処理することによって得ら
れたツボクサの葉の抽出物であることを特徴とする、請求項６又は７に記載の化粧剤。
【請求項９】
　少なくとも１種のトリテルペンサポニン又はトリテルペンサポニンを含有する植物抽出
物と組み合わせて、請求項１～８のいずれか一項に記載の化粧剤を含むことを特徴とする
化粧用組成物。
【請求項１０】
　ウスベニアオイの抽出物が、請求項２～５のいずれか一項に記載のものであり、トリテ
ルペンサポニン又はトリテルペンサポニンを含有する抽出物が、請求項７又は８に記載の
ものであることを特徴とする、請求項９に記載の化粧用組成物。
【請求項１１】
　ウスベニアオイの抽出物及びツボクサの抽出物の組み合わせを含むことを特徴とする、
請求項９又は１０に記載の化粧用組成物。
【請求項１２】
　０．００１重量％～５重量％、好ましくは０．５重量％～１重量％のウスベニアオイの
抽出物及び０．０００１重量％～０．１重量％のツボクサの抽出物を含むことを特徴とす
る、請求項９～１１のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　ウスベニアオイの抽出物及びツボクサの抽出物の乾燥抽出物の重量比が、１／１０から
５００／１の間、好ましくは１／５から５０／１の間、より詳細には、好ましくは１／２
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から２０／１の間であることを特徴とする、請求項９～１２のいずれか一項に記載の化粧
用組成物。
【請求項１４】
　前記組み合わせが、単層リポソーム又は多重膜リポソームに少なくとも部分的に被包さ
れていることを特徴とする、請求項９～１３のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項１５】
　グリコール、特にグリセロール、又は天然ポリオール、天然又は合成セラミド、尿素、
ヒアルロン酸、アジュガ・ツルケスタニカの抽出物、バンダ・セルレアの抽出物又はレチ
ノイン酸などの保湿特性を有する１種又は複数の分子又は植物抽出物も含むことを特徴と
する、請求項９～１４のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項１６】
　有利には、ノパルサボテンの抽出物、ヒマワリの種子の又はヘチマの抽出物、β－エク
ジソン又はグルコン酸カルシウム又はピロリドンカルボン酸カルシウムなどのカルシウム
誘導体、或いはコムギ胚芽油、スウィートチェストナットの抽出物又は三七サポニン、ア
スコルビルグルコシド又はヘスペレチン、Ｄ－キシロース又はキシロース誘導体、特にＣ
－グリコシド、例えば、Ｃ－β－Ｄ－キシロピラノシド－ｎ－プロパン－２－オン、Ｃ－
β－Ｄ－（３，４，５－トリアセトキシ）キシロピラノシド－ｎ－プロパン－２－オン又
はＣ－β－Ｄ－キシロピラノシド－２－ヒドロキシ－プロパン－２－オン及びそれらの誘
導体から選択される１種又は複数のその他の化粧剤を含むことを特徴とする、請求項９～
１５のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項１７】
　少なくとも１種の化粧品上許容される賦形剤を含み、特に、美容液、ローション、エマ
ルジョン、クリーム、ヒドロゲル、好ましくはマスク、或いはスティック又はパッチの形
であることを特徴とする、請求項９～１６のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強化するためのウスベニアオイの抽出物
の新規使用、それを含有する化粧用組成物に、また前記組成物を用いる美容ケアの方法に
も関する。
【０００２】
　皮膚保湿の維持は、化粧品業界における重要な問題であり、化粧品業界は、どんな種類
の化粧用組成物中でも使用できる保湿化粧剤を、また、これらの活性剤が、特に水の蒸発
を制限するよう、又は表皮における水の輸送を改善するよう作用し得る新規標的も探し求
めている。
【０００３】
　アクアポリン（ＡＱＰ）は、水及び溶液中のグリセロール及び尿素などの小分子の拡散
を促進するチャネルを形成する膜貫通タンパク質のファミリーである。
【０００４】
　今日までに、ヒトにおいて１３種のこのファミリーのタンパク質が同定されている（Ａ
ＱＰ０～ＡＱＰ１２と番号づけられている）。それらは、身体中に広く分布しており、最
も具体的には、異なるコンパートメント間の水の相当な移動の部位である臓器、例えば、
腎臓（水の再吸収）又は皮膚（経皮的水分喪失）中に分布している。
【０００５】
　アクアグリセロポリンとして知られる特定のアクアポリン、例えば、ＡＱＰ３及びＡＱ
Ｐ９はまた、グリセロール、尿素、プリン及びピリミジンなどの小さい溶質に対する透過
性も示し、これらはまた、組織の水和レベルの維持において重要な役割を果たしている。
【０００６】
　ヒト表皮角化細胞の細胞膜で示されたＡＱＰ－３は、すべての生存表皮中に分布してい
る（Ｒ　Ｓｏｕｇｒａｔら、ＪＩＤ２００３、１１８：６７８～６８５頁）。
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【０００７】
　ＡＱＰ９は、より最近、これらの同じ上皮細胞においてであるが、ヒト上皮の上層（表
層）においてより局在的に示された（ＪＭ　Ｖｅｒｂａｖａｔｚら、Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏ
ｎ　ｏｆ　ａｑｕａｐｏｒｉｎ　９　ａｎｄ　１０　ｉｎ　ｈｕｍａｎ　ｋｅｒａｔｉｎ
ｏｃｙｔｅｓ　ｄｕｒｉｎｇ　ｄｅｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ、５ｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ａｑｕａｐｏｒｉｎｓ、日本、奈良、２
００７年、７月）。
【０００８】
　脱水に最も曝されるものである皮膚の最外層における、ＡＱＰ９のこの局在性のために
、ＡＱＰ９は、皮膚の表面保湿を改善するための選択の生物学的標的となっている。
【０００９】
　ＦＲ２８０１５０４には、アジュガ・ツルケスタニカ（Ａｊｕｇａ　ｔｕｒｋｅｓｔａ
ｎｉｃａ）の抽出物が、ＡＱＰ３の発現を刺激する作用剤として、また保湿剤としてのそ
の化粧品的使用が開示されている。
【００１０】
　国際公開第２００７／００７２５５号パンフレットには、皮膚においてアクアポリンＡ
ＱＰ３及びＡＱＰ９の発現を刺激する種々の作用剤が、またそれらの化粧品的使用も開示
されている。
【００１１】
　本発明の発明者らは、ここで、ヒト表皮角化細胞におけるＡＱＰ９の発現は、ウスベニ
アオイの抽出物によって強力に刺激されることを発見した。
【００１２】
　ウスベニアオイ（マルバ・シルベストリス（Ｍａｌｖａ　ｓｙｌｖｅｓｔｒｉｓ））は
、ワイルドマロウ又はウッドマロウとしても知られる、アオイ科の二年生の草本性植物で
ある。化粧品におけるこの植物の抽出物の使用は、公知である。
【００１３】
　ＦＲ２８１４０７０には、植物種マルバ・シルベストリスの葉の水性抽出物を調製する
方法及び化粧用組成物中のアンチエイジング化粧剤としての前記抽出物の使用が開示され
ている。
【００１４】
　したがって、表皮細胞におけるＡＱＰ９の発現の刺激による、マロウ（マルバ・シルベ
ストリス）の抽出物の保湿特性を開示する文書はない。
【００１５】
　この特性のために、このような抽出物の使用は、皮膚の保湿を維持又は促進すると考え
られるケアを実施するために、化粧用組成物において特に有利となる。
【００１６】
［発明が解決しようとする課題］
　本発明の主目的は、特に、皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強化するための新規皮膚
保湿剤を提供することである。
【００１７】
　本発明の別の主目的は、このような保湿剤を含む化粧用組成物を提供することである。
【００１８】
　本発明の主目的はまた、特に、皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強化するための、前
記化粧用組成物を用いる美容ケアの方法を提供することでもある。
【００１９】
　最後に、本発明の主目的は、工業的規模及び化粧品規模で使用できる単純な溶液を提供
することである。
【００２０】
［発明の説明］
　したがって、第１の態様によれば、本発明は、皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強化
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するための保湿剤としての、ウスベニアオイ（マルバ・シルベストリス）の抽出物の化粧
用組成物中での使用に関する。したがって、本発明はまた、皮膚の保湿の状態を回復、維
持又は強化するための保湿剤としての、ウスベニアオイ（マルバ・シルベストリス）の抽
出物の使用を対象とする。
【００２１】
　本発明の抽出物は、ウスベニアオイ（マルバ・シルベストリス）の葉の抽出物、より詳
細には、前記植物の葉を、極性溶媒又は極性溶媒の混合物で処理することによって得られ
た抽出物であることが好ましい。
【００２２】
　本発明によれば、用語「極性溶媒」とは、溶媒が、４以上である極性指数値Ｐ’を有す
ることを意味する。極性指数は、分子の極性性質をおおむね示す（溶解度、及び状態の変
化の）熱力学的な大きさに基づいて算出された大きさである。溶媒の極性指数については
、Ｌ．Ｒ．Ｓｎｙｄｅｒによる論文（Ｊ．Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ．、９２（１９７４年）
、２２３～２３０頁）が参照され、これは参照によって本特許出願に含まれる。
【００２３】
　極性溶媒、又は混合物を形成する極性溶媒は、水、Ｃ１～Ｃ４アルコール、特にエタノ
ール又はブタノール、或いはグリコール、特にグリセロール、ブチレングリコール又はプ
ロピレングリコールから選択される。
【００２４】
　ウスベニアオイの好ましい抽出物は、より詳細には、水、又は水及びエタノールの混合
物などの水性－アルコール性混合物を用いて得られる。
【００２５】
　本発明の特定の実施形態によれば、ウスベニアオイの抽出物は、水性抽出物、例えば、
Ｓｉｌａｂ社によって、「ビタクチル　クレール（Ｖｉｔａｃｔｙｌ　Ｃｌａｉｒ）（登
録商標）」の商標で販売されている製品である。
【００２６】
　本発明によれば、これまでに定義されるようなウスベニアオイの抽出物は、化粧用組成
物中に活性剤として、局所適用の間に所望の効果を得るのに有効である量で存在する。
【００２７】
　用語「有効量」とは、所望の効果、この場合には、皮膚を保湿することに対する効果を
得ることを可能にするウスベニアオイの抽出物の量を意味する。
【００２８】
　本発明の別の態様によれば、本発明者らによって実施された試験によって、ウスベニア
オイの抽出物によって生じる保湿効果は、前記抽出物が少なくとも１種のトリテルペンサ
ポニンと組み合わされた場合に大幅に改善され得るということが示された。
【００２９】
　具体的には、ＡＱＰ９の発現に対する特に重要な相乗効果は、ウスベニアオイの抽出物
及び少なくとも１種のトリテルペンサポニンの組み合わせで処理された表皮細胞において
観察される。
【００３０】
　トリテルペンサポニンは、どちらでもよいが、トリテルペンサポノシドとしても知られ
る、糖及び主鎖が６個のイソプレン単位、すなわち、３０個の炭素原子から形成されるト
リテルペン基から形成される化合物である。これらの化合物は、ラポンティクム・カルタ
モイデス（Ｒｈａｐｏｎｔｉｃｕｍ　ｃａｒｔｈａｍｏｉｄｅｓ）、アラリア・マンジュ
リカ（Ａｒａｌｉａ　ｍａｎｄｓｈｕｒｉｃａ）、バコパ・モンニエラ（Ｂａｃｏｐａ　
ｍｏｎｎｉｅｒａ）、ブリオニア・アルバ（Ｂｒｙｏｎｉａ　ａｌｂａ）、エゾウコギ（
Ｅｌｅｕｔｈｅｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｅｎｔｉｃｏｓｕｓ）、オタネニンジン（Ｐａｎａ
ｘ　ｇｉｎｓｅｎｇ）、アマチャヅル（Ｇｙｎｏｓｔｅｍｍａ　ｐｅｎｔａｐｈｙｌｌｕ
ｍ）、コドノプシス・ピロスラ（Ｃｏｄｏｎｏｐｓｉｓ　ｐｉｌｏｓｕｌａ）、イボツヅ
ラフジ（Ｔｉｎｏｓｐｏｒａ　ｃｏｒｄｉｆｏｌｉａ）、アシュワガンダ（Ｗｉｔｈａｎ
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ｉａ　ｓｏｍｎｉｆｅｒａ）、ハマビシ（Ｔｒｉｂｕｌｕｓ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉｓ）、
ヤマノイモ属（Ｄｉｏｓｃｏｒｅａ）、スミラックス・エクセルサ（Ｓｍｉｌａｘ　ｅｘ
ｃｅｌｓａ）、シチヨウイッシカ（Ｐａｒｉｓ　ｐｏｌｙｐｈｙｌｌａ）、ハナミズキ（
Ｃｏｒｎｕｓ　ｆｌｏｒｉｄａ）、ユッカ（Ｙｕｃｃａ）、スミラックス・アリストロチ
アエホリア（Ｓｍｉｌａｘ　ａｒｉｓｔｏｌｏｃｈｉａｅｆｏｌｉａ）、アスパラガス（
Ａｓｐａｒａｇｕｓ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ）、ヘデラ・ヘリックス（Ｈｅｄｅｒａ　
ｈｅｌｉｘ）、トリゴネラフェヌグ・ラエクム（Ｔｒｉｇｏｎｅｌｌａｆｅｎｕｇ　ｒａ
ｅｃｕｍ）、ツボクサ（Ｃｅｎｔｅｌｌａ　ａｓｉａｔｉｃａ）、ダイズ（Ｇｌｙｃｉｎ
ｅ　ｍａｘ）（ｓｏｊａ）、インゲンマメ（Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ　ｖｕｌｇａｒｉｓ）、
ヤエナリ（Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ　ａｕｒｅｕｓ）、ライマメ（Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ　ｌｕ
ｎａｔｕｓ）、ソラマメ（Ｖｉｃｉａ　ｆａｂａ）、レンズマメ（Ｌｅｎｓ　ｃｕｌｉｎ
ａｒｉｓ）、シサー・アリータム（Ｃｉｃｅｒ　ａｒｉｅｔｕｍ）、アズキ（Ｖｉｇｎａ
　ａｎｇｕｌａｒｉｓ）、ケツルアズキ（Ｖｉｇｎａ　ｍｕｎｇｏ）、オキシトロピス・
オクロセファラ（Ｏｘｙｔｒｏｐｉｓ　ｏｃｈｒｏｃｅｐｈａｌａ）、オキシトロピス・
グラブラ（Ｏｘｙｔｒｏｐｉｓ　ｇｌａｂｒａ）、エンドウ（Ｐｉｓｕｍ　ｓａｔｉｖｕ
ｍ）、ソフォラ・ファベッセンス（Ｓｏｐｈｏｒａ　ｆａｖｅｓｃｅｎｓ）、アスパララ
ス・メンブラナセウス（Ａｓｐａｒａｌｕｓ　ｍｅｍｂｒａｎａｃｅｕｓ）、クロタラリ
ア・アルビダ（Ｃｒｏｔａｌａｒｉａ　ａｌｂｉｄａ）、ピーナッツ（Ａｒａｃｈｉｓ　
ｈｙｐｏｇｅａ）、ガレガソウ（Ｇａｌｅｇａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ）、ヤマフジ（
Ｗｉｓｔａｒｉａ　ｂｒａｃｈｙｂｏｔｒｙｓ）、シロツメクサ（Ｔｒｉｆｏｌｉｕｍ　
ｒｅｐｅｎｓ）、或いはウマゴヤシ属の植物、特に、メディカゴ・アルファルファ（Ｍｅ
ｄｉｃａｇｏ　ａｌｆａｌｆａ）及びアルファルファ（Ｍｅｄｉｃａｇｏ　ｓａｔｉｖａ
）（ａｌｆａｌｆａ）など、多数の植物種において極めて多様な構造で、極めて頻繁に見
られる。
【００３１】
　これらのトリテルペンサポニンは、特に、栄養物質に富んだ組織、例えば、根、塊茎、
葉、花及び種子において見られる。
【００３２】
　栄養物質に富んだこれらの組織は、前記トリテルペンサポニンを含有する植物抽出物を
調製することを目的とした、含有する前記トリテルペンサポニンの抽出過程と、場合によ
り、続いて、これらの化合物を精製及び単離するためのステップを実施するために最適な
植物材料を構成する。
【００３３】
　したがって、本発明の第２の主題は、皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強化するため
の保湿剤としての、ウスベニアオイ（マルバ・シルベストリス）の抽出物及び少なくとも
１種のトリテルペンサポニン又はそれを含有する植物抽出物の組み合わせの、化粧用組成
物における使用に関する。
【００３４】
　マロウ抽出物の組み合わせは、先に定義されるとおりであることが好ましい。
【００３５】
　好ましいトリテルペンサポニンとして、植物種ツボクサ中に存在するもの、特に、式（
Ｉ）：
【化１】
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のアシアチコシド（ａｓｉａｔｉｃｏｓｉｄｅ）、
式（ＩＩ）
【化２】

のマデカソサイド（ｍａｄｅｃａｓｓｏｓｉｄｅ）がある。
【００３６】
　したがって、本発明によれば、第１の好ましい組み合わせは、トリテルペンサポニンが
、単離された形の、又はそれを含有する植物抽出物の形のアシアチコシド、マデカソサイ
ド、又はそれらの混合物である組み合わせである。
【００３７】
　より特に好ましい組み合わせは、先に定義されるマロウの抽出物及び少なくとも１種の
トリテルペンサポニンを含有するツボクサの抽出物の組み合わせである。
【００３８】
　本発明のこの実施形態によれば、ツボクサの抽出物は、前記植物の葉を、極性溶媒又は
極性溶媒の混合物で処理することによって得られ、極性溶媒又は極性溶媒の混合物は、ウ
スベニアオイの抽出物を製造するために使用されたものと同一であってもよい。
【００３９】
　次いで、極性溶媒又は混合物を形成する極性溶媒は、有利には、水、Ｃ１～Ｃ４アルコ
ール、特にエタノール又はブタノール、或いはグリコール、特にグリセロール、ブチレン
グリコール又はプロピレングリコールから選択される。
【００４０】
　第３の態様によれば、本発明は、活性剤として、ウスベニアオイ（マルバ・シルベスト
リス）の抽出物及び少なくとも１種のトリテルペンサポニン又はそれを含有する抽出物の
組み合わせを含むことを特徴とする化粧用組成物に関する。
【００４１】
　好ましい実施形態によれば、化粧用組成物は、活性剤として、マルバ・シルベストリス
葉の抽出物及びツボクサ葉の抽出物の組み合わせを含み、各抽出物は、先に記載されると
おりであり、より詳細には、極性溶媒又は極性溶媒の混合物を用いて得られる。
【００４２】
　本発明の特定の一実施形態によれば、化粧用組成物は、０．０００１％～１％、好まし
くは、０．０１重量％～０．１重量％のマルバ・シルベストリスの乾燥抽出物、及び０．
０００１重量％～０．５重量％の乾燥抽出物、好ましくは０．０１重量％～０．１重量％
のツボクサの乾燥抽出物を含む。
【００４３】
　本発明の化粧用組成物中の、それぞれ、マルバ・シルベストリス（Ａ）及びツボクサ（
Ｂ）の乾燥抽出物の重量比Ａ／Ｂは、１／１０～５００／１の間、好ましくは１／５～５
０／１の間、より詳細には、好ましくは１／２～２０／１の間である。
【００４４】
　本発明の一実施形態変形によれば、保湿剤は、ベクターに、好ましくは単層リポソーム
又は多重膜リポソームに少なくとも部分的に被包されてもよい。
【００４５】
　このようなベクター中に活性剤を含有することによって、前記保湿剤が、角質層を通っ
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て拡散して、表皮のより深い層に達し、この結果、その場所でその保湿作用を発揮するこ
とが容易になる。
【００４６】
　このように被包された保湿剤は、水性ゲルの種類の化粧用組成物中に含めることによっ
て安定化でき、或いは水中油型エマルジョンの種類の化粧用組成物の場合にはアルギン酸
塩を用いて安定化できると有利となり得る。
【００４７】
　本発明の化粧用組成物はまた、グリコール、特に、グリセロール、又は天然ポリオール
、天然又は合成セラミド、尿素、ヒアルロン酸、或いはアジュガ・ツルケスタニカの抽出
物、バンダ・セルレア（Ｖａｎｄａ　ｃｏｅｒｕｌｅａ）の抽出物、レチノイン酸又はＤ
－キシロースなどの保湿特性を有する１種又は複数のその他の分子又は植物抽出物を含ん
でなってもよい。
【００４８】
　したがって、ＡＱＰ９の発現の刺激とは異なる機序による皮膚保湿効果を同様に有する
これらの分子又は抽出物は、本発明の活性剤のものを補完する役割を果たし得る。
【００４９】
　本発明に従って組成物中で使用することもできるその他の化粧剤の中で、より詳細には
、以下を挙げることができる：
　－皮膚の表面での落屑を調節する表皮カリクレインを刺激する作用剤、特に、ノパルサ
ボテンの抽出物、
　－角質層の水分バリア効果及び皮膚の滑らかさにおいて必須の役割を果たす表皮脂質の
合成を刺激する作用剤、特に、ヒマワリ（Ｈｅｌｉａｎｔｈｕｓ　ａｎｎｕｕｓ　Ｌ．）
の種子の又はヘチマ（Ｌｕｆｆａ　ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａ）の抽出物、
　－ケラチノサイトの最終分化又はトランスグルタミナーゼを刺激し、角質細胞及び皮膚
バリアの形成を強化する作用剤、特にβ－エクジソン又はカルシウム誘導体、例えば、グ
ルコン酸カルシウム又はピロリドンカルボン酸カルシウム、或いは表皮再生を刺激する活
性剤、特にコムギ胚芽油、
　－密着結合の形成を促進し、ひいては、細胞間の水分喪失を制限する作用剤、特に、ス
ウィートチェストナット（Ｃａｓｔａｎｅａ　ｓａｔｉｖａ）又は三七サポニンの抽出物
、
　－眼の下のたるみ及びくまに対する化粧剤、特に、アスコルビルグルコシド又はヘスペ
レチン、
　－表皮グリコサミノグリカン（ＧＡＧ）合成を刺激する作用剤、例えば、Ｄ－キシロー
ス又はキシロース誘導体、特にＣ－グリコシド、例えば、Ｃ－β－Ｄ－キシロピラノシド
－ｎ－プロパン－２－オン、Ｃ－β－Ｄ－（３，４，５－トリアセトキシ）キシロピラノ
シド－ｎ－プロパン－２－オン又はＣ－β－Ｄ－キシロピラノシド－２－ヒドロキシ－プ
ロパン－２－オン及びそれらの誘導体。
【００５０】
　化粧用組成物はまた、少なくとも１種の活性剤のほか、前記組成物を調製するのに有用
である少なくとも１種の化粧品上許容される賦形剤を含む。
【００５１】
　本組成物は、特に、保湿剤として用いられる植物抽出物（複数可）を溶解又は分散する
ために用いられる溶媒、又は溶媒の混合物を含み得る。この溶媒又はこの溶媒の混合物は
、抽出に用いられたものと同一であってもよく、異なっていてもよい。
【００５２】
　本発明の化粧用組成物は、美容液、ローション、エマルジョン、クリーム、ヒドロゲル
、好ましくは、マスク、或いはスティック又はパッチの形であり得る。
【００５３】
　最後に、第４の態様によれば、本発明の主題は、皮膚の保湿の状態を回復、維持又は強
化するために、及び／又は皮膚の乾燥の徴候の出現に対する予防若しくは遅延効果を得る



(9) JP 2010-31005 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

ために、活性剤として、ウスベニアオイの抽出物又は前記抽出物と少なくとも１種のトリ
テルペンサポニン又はそれを含有する植物抽出物の組み合わせを含む化粧用組成物の、顔
面及び身体の皮膚の少なくとも１箇所の関連領域への適用を含むことを特徴とする美容ケ
アの方法である。
【００５４】
　特定の一実施形態によれば、表皮におけるＡＱＰ９の発現の刺激は、グリセロールの拡
散を改善し、これによって脂肪酸の、皮膚の表面の角質細胞間脂質の必須成分であるモノ
－、ジ－、トリグリセリドへのエステル化が可能になる。
【００５５】
　したがって、前記美容ケアの方法はまた、ドライスキンのリファッティングを促進して
、表皮の表層に含有される水分の蒸発に対して皮膚のバリア効果を改善することを対象と
する。
【００５６】
　本発明のその他の目的、特徴及び利点は、本発明の実施態様のいくつかの実施例が参照
されている以下の説明的な記載から明らかとなるが、それらは単に例示として示されるも
のであって、決して本発明の範囲を制限するものではない。実施例では、特に断りのない
限り、温度は摂氏温度であり、圧力は大気圧であり、量又はパーセンテージは重量ベース
で示されている。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】細胞核及びＡＱＰ９の発現の検出を可能にする免疫標識との関連で、以下の段落
５に記載される方法に従って分析される画像である。
【図２】以下に記載される方法に従って測定された、細胞あたりのＡＱＰ９の発現を示す
図である。
【実施例】
【００５８】
材料及び方法
　本研究は、乳房の手術による残部又は腹部手術から単離された正常ヒト角化細胞（ＮＨ
Ｋ）で実施する。ＮＨＫを、その表皮を単離するためにサーモリシンで処理されたヒト皮
膚のサンプルから単離する。
【００５９】
　１．細胞培養
　ヒト皮膚のサンプルから単離されたＮＨＫを、Ｔ７５フラスコにおいて、完全ＫＳＦＭ
培地（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｇｉｂｃｏ、１７００５－０３４）中、３７℃及び５％　
ＣＯ２で、サブコンフルエンスまで培養し、次いで、トリプシン処理し、Ｐ１で、クリオ
チューブ（ｃｒｙｏｔｕｂｅ）中、－１９６℃で凍結する。
【００６０】
　解凍した後、ＮＨＫを、Ｔ７５フラスコにおいて、完全ＫＳＦＭ培地で継代１によって
培養する。プレコンフルエンス段階で、ＮＨＫを、トリプシンで処理し、Ｌａｂ－Ｔｅｋ
　ＩＩ　８－ウェル培養システム（Ｎａｌｇｅ　Ｎｕｎｃ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
）において、ウェルあたり細胞２００００個の割合で播種する。処理条件あたり４ウェル
。
【００６１】
　２．処理
　２４時間培養した後、細胞を、試験する種々の活性剤で処理する。
【００６２】
　試験する活性剤：
　Ｓｉｌａｂ社、Ｆｒａｎｃｅからビタクチル　クレール（登録商標）の名称で販売され
ているマルバ・シルベストリス葉の抽出物。この抽出物は、２．１ｗ／ｗ％の固体を含有
する水溶液の形である。
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【００６３】
　粉末の形のツボクサ葉の抽出物（ＩＮＣＩ：ツボクサ葉抽出物）（ツボクサヘテロシド
（Ｃｅｎｔｅｌｌａ　ａｓｉａｔｉｃａ　ｈｅｔｅｒｏｓｉｄｅｓ）、Ｂａｙｅｒ　Ｈｅ
ａｌｔｈＣａｒｅ）。抽出物のトリテルペンサポニン（アシアチコシド及びマデカソサイ
ド）含量は、７０重量％を超える。
【００６４】
　処理溶液の調製：
　５０ｍｇのツボクサの粉末抽出物を、５００μＬのＤＭＳＯ（保存溶液、１００ｍｇ／
ｍｌ）に溶解する。次いで、１００μＬの保存溶液を、１０ｍｌのＫＳＦＭ（１ｍｇ／ｍ
Ｌ溶液）で希釈する。
【００６５】
　別個に、ウスベニアオイの抽出物の市販の溶液（ビタクチル　クレール（登録商標））
を、ＫＳＦＭ培地で希釈して、以下の、それぞれ、処理溶液１ｍｌあたり１０５μｇの乾
燥抽出物及び２１０μｇの乾燥抽出物に相当する０．５ｖ／ｖ％及び１ｖ／ｖ％の出発市
販溶液の処理溶液を得る。
【００６６】
　処理：
　抽出物溶液の濃度は、乾燥抽出物の重量／ｍｌのＫＳＦＭ培地として表されている：
　－対照（ＫＳＦＭ培地）
　－ＤＭＳＯ対照（ＫＳＦＭ培地＋ＤＭＳＯ　１／１０００）
　－マルバ・シルベストリスの抽出物１０５μｇ／ｍｌ（０．５％）
　－マルバ・シルベストリスの抽出物２１０μｇ／ｍｌ（１％）
　－ツボクサの抽出物１１μｇ／ｍｌ
　－ツボクサの抽出物３３μｇ／ｍｌ
　－Ｍ．シルベトリスの抽出物１０５μｇ／ｍｌ＋ツボクサの抽出物１１μｇ／ｍｌ
　－Ｍ．シルベトリスの抽出物１０５μｇ／ｍｌ＋ツボクサの抽出物３３μｇ／ｍｌ
　－Ｍ．シルベトリスの抽出物２１０μｇ／ｍｌ＋ツボクサの抽出物１１μｇ／ｍｌ
　－Ｍ．シルベトリスの抽出物２１０μｇ／ｍｌ＋ツボクサの抽出物３３μｇ／ｍｌ
【００６７】
　細胞を、約５０％のコンフルエンスで４８時間処理する。処理後、細胞は、コンフルエ
ンス段階に達している。
【００６８】
　３．免疫標識
　４８時間処理した後、ＫＳＦＭを吸引する。細胞を、ＰＢＳ（ＰＢＳ錠剤、Ｉｎｖｉｔ
ｒｏｇｅｎ　Ｇｉｂｃｏ）ですすぎ、次いで、ホルマリン（緩衝中性１０％ホルマリン溶
液、Ｓｉｇｍａ）を用いてスライド上に１０分間固定した。ＰＢＳですすいだ後、培養チ
ャンバーを、０．１％トライトン溶液（Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００）で１０分間満たし、
次いで、ＰＢＳで２回すすいだ。
【００６９】
　最初のステップによって、まず、細胞を、ＰＢＳ／１％ＢＳＡ（ＢＳＡ、Ｓｉｇｍａ）
の溶液を用い、室温で３０分間覆う。次いで、ＰＢＳ／ＢＳＡ溶液を、スライドから除去
する。
【００７０】
　次いで、第２のステップによって、細胞を、１００倍希釈した一次抗ＡＱＰ９抗体溶液
（ヤギポリクローナルｓｃ－１４９８９）で室温で６０分間覆う。スライドを、ＰＢＳ溶
液ですすぐ。
【００７１】
　最後に、第３のステップによって、細胞を、２００倍希釈した二次抗ヤギ抗体溶液（Ａ
ｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　５４６、ウサギ抗ヤギＩｇＧ、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅ
ｓ）で覆う。細胞核を、二次抗体溶液中、２００００倍希釈のＳｙｔｏｘグリーン（Ｍｏ
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ｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ）で染色する。スライドを、光の不在下、室温で６０分間
インキュベートし、次いで、ＰＢＳですすぐ。
【００７２】
　４．封入
　スライド培養チャンバーを取り外し、数滴の封入溶媒（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｍｏ
ｕｎｔｉｎｇ　Ｍｅｄｉｕｍ、ＤＡＫＯ）を細胞上におき、次いで、２４×６０ｍｍスラ
イドで覆う。
【００７３】
　このスライドを４℃、暗所で保存する。
【００７４】
　５．共焦点顕微鏡による写真の獲得
　ＬａｓｅｒＳｈａｒｐ　２０００ソフトウェア（ＢｉｏＲａｄ）を用いて共焦点顕微鏡
（Ｚｅｉｓｓ　Ａｘｉｏｐｌａｎ顕微鏡及びＢｉｏＲａｄクリプトン－アルゴンレーザー
）によって写真を撮る。
【００７５】
　各条件につき、同一の獲得パラメータ（増幅率、虹彩）に従って、×２０対物レンズを
用い、赤色蛍光（ＡＱＰ９発現）で、及び緑色蛍光（細胞核）で４枚の写真を撮る。次い
で、画像を組み合わせて合成画像を形成する。
【００７６】
　６．画像解析
　Ｌｅｉｃａ　ＱＷｉｎ画像解析ソフトウェアを用いて写真を分析する。プログラムは、
細胞数に対するＡＱＰ９発現を定量するよう作成する。
【００７７】
　分析を、数ステップで実施する：
　－ステップ１：分析される画像（図１）を開く
　元の写真を組み合わせることから得られた画像は、赤でのＡＱＰ９（１）の標識及び緑
での細胞核（２）標識を示す。
【００７８】
　－ステップ２：ＡＱＰ９標識の検出
　画像分析ソフトウェアによって、ＡＱＰ９の標識についての陽性ピクセルを検出する。
測定は、検出される赤色ピクセルの数で実施され、これは各細胞中に存在するＡＱＰ９の
量に対応する。
【００７９】
　－ステップ３：細胞核の検出
　ソフトウェアによって、細胞核に対応する緑色ピクセルを検出する。測定は、対象物の
数で実施される。
【００８０】
　－ステップ４：測定領域の決定
　測定領域は、添付の図１に示される全顕微鏡視野によって形成される。
【００８１】
　－ステップ５：結果の提示
　－ＡＱＰ９標識によって表される領域
　－細胞核の数＝細胞数
　－測定される領域
【００８２】
　７．統計分析
　統計分析は、以下のパラメータの平均、標準偏差及び信頼区間（α＝０．０５）の算出
からなる：
　－細胞あたりのＡＱＰ９の発現（ＡＱＰ９の領域／細胞数）
　－細胞増殖を代表する視野あたりの細胞数
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【００８３】
［実施例１］
マルバ・シルベストリスの抽出物の活性
　以下の表Ｉには、各試験溶液を用いた処理の結果が開示されている。この表は、図２に
おけるヒストグラムの形で再生されている。
【００８４】
　ＡＱＰ９の発現を、細胞あたりの発現されたＡＱＰ９の領域として表されるよう正規化
し、細胞数は、観察されているサンプル中の核の数を計数することによって求める。
【表１】

【００８５】
　結論
　マルバ・シルベストリスの抽出物は、表皮細胞におけるＡＱＰ９の抑制を大幅に刺激す
る。マルバ・シルベストリス及びツボクサの抽出物の組み合わせは、ＡＱＰ９の発現に関
して相乗作用を有する。
【００８６】
［実施例２］
ウスベニアオイ葉の抽出物を含む保湿液
　ウスベニアオイ（マルバ・シルベストリス）葉の抽出物は、２．１ｗ／ｗ％の乾燥抽出
物を含有する水溶液（ビタクチル　クレール（登録商標）、Ｓｉｌａｂ）である。
【００８７】
　パーセンテージは、最終組成物の重量に対して重量ベースで示されている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
　マルバ・シルベストリスの抽出物の水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９
　アクリレート／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポリマー
（Ｐｅｍｕｌｅｎ　ＴＲ－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　ステアレス－２（Ｂｒｉｊ７２フレーク）　　　　　　　　　　　　　　　　１．２
　ステアレス－２１（Ｂｒｉｊ７２１Ｐ）　　　　　　　　　　　　　　　　　１．１
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　イソノナン酸イソノニル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．４
　ステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　９５％セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　ジメチコン１００ＣＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　粉末ＥＤＴＡ四ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　酢酸トコフェリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜０．１
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜０．１
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量１００
【００８８】
　この組成物は、水中油型エマルジョンであり、これは、所望の保湿効果を得るために顔
面の皮膚に毎日適用することができる。
【００８９】
［実施例３］
ウスベニアオイの抽出物を含む保湿クリーム
　マロウ抽出物溶液は、実施例２において用いたものと同一である。
【００９０】
　ツボクサの抽出物は、粉末の形であり、ツボクサヘテロシドの名称で販売されている。
この粉末を、実施例の組成物中に用いられるよう、最低３ｗ／ｗ％に水に溶解する。
【００９１】
　パーセンテージは、最終組成物の重量に対して重量ベースで示されている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
　ツボクサの抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　マルバ・シルベストリスの抽出物の水溶液１．２ｗ／ｗ％　　　　　　　　　１．０
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７
　アクリレート／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポリマー　　　　　　０．３
　アンモニウムアクリロイルジメチルタウレート／ｖｐ共重合体
（Ａｒｉｓｔｏｆｌｅｘ　ＡＶＣ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
　ステアレス－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ステアレス－２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９
　イソノナン酸イソノニル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．２
　ステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　９５％セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　グリセリルトリカプレート／カプリレート（Ｇｌｙｃｅｒｙｌ　ｔｒｉｃａｐｒａｔｅ
／ｃａｐｒｙｌａｔｅ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．２
　粉末ＥＤＴＡ四ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　酢酸トコフェリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜０．１
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量１００
【００９２】
　この組成物は、水中油型エマルジョンであり、これは、所望の保湿効果を得るために顔
面の皮膚に毎日適用される。
【００９３】
［実施例４］
保湿剤として、ウスベニアオイの抽出物及びツボクサの抽出物の組み合わせを含む美容液
　マロウの抽出物及びツボクサの抽出物の溶液は、実施例２と一致している。
【００９４】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
　マルバ・シルベストリスの抽出物の水溶液１．２ｗ／ｗ％　　　　　　　　　１．０
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　ツボクサの抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　植物グリセロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　ＥＤＴＡ二ナトリウム二水和物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　スクレロチウムゴム（アミゲル（Ａｍｉｇｅｌ））　　　　　　　　　　　　１．０
　アクリレート／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポリマー　　　　　　０．２
　アルミニウムデンプンオクテニルスクシネート
（ドライフロプラス（Ｄｒｙ　Ｆｌｏ　Ｐｌｕｓ））　　　　　　　　　　　　２．０
　１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　ポリソルベート２０（トウィーン（Ｔｗｅｅｎ）２０）　　　　　　　　　　１．０
　酢酸トコフェリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜０．１
　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜０．１
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量１００
【００９５】
　この組成物は、所望の保湿効果を得るために顔面の皮膚に毎日適用できる水溶液である
。

【図１】 【図２】
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